
 

 

１ 当社の概要 

重 要 事 項 説 明 書 （介護保険用） 

 

事業所法人名 株式会社アテナメディカルケア 

所在地 大阪府羽曳野市南恵我之荘 8-6-6 

代表者名 花川 皓 

電話番号 072-931-1111 

ファックス番号 072-931-1112 

  

 

２ 事業所の概要 

 

事業所名 訪問看護ステーション いちょう 

所在地 大阪府羽曳野市南恵我之荘 8-1-18 ワイズコート 101 号 

電話番号 072-931-1111 

事業所番号 072-931-1112 

管理者名 花川 皓 

事業の目的 事業者の看護師等が、援助が必要な状態であり、主治医が必要と認めた 

医療処置が必要と認めた利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供する事を

目的とする。 

運営方針 (1)事業に実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の

立場に立ったサービスの提供に努める                (2)訪問看護で看護師等

は利用者の成長発達促進、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに生活

の質の確保を重視した在宅療養が出来るように支援する 

。 

(3)事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村そその他

の保健・医療・福祉・サービスの提供に努めるものとする 

 

3．事業所の職員体制 

 

職種 従事する業務 人 員 

管理者 業務全般の管理 １ 名 

サービス担当職員 サービス担当 14 名(常勤 4 名、 非常勤 10 名) 

 

 

内

訳 

看護師  4 名(常勤  4 名 、非常勤 10 名) 

准看護師  0 名(常勤 0 名、 非常勤 0 名) 

理学療法士  ０名(常勤 ０名、 常勤兼務 ０名、 

非常勤 ０名、 非常勤兼務 ０名) 

作業療法士  ０名(常勤兼務 名、 兼務 名、 非常勤



 名) 

事 務

 員 

業務の事務全般 0 名(常勤 0 名、 非常勤 ０名) 

 

４.事業の実施地域 

 通常の事業の実施地域は、大阪府内の区域としています。 



５．営業時間 

営業日 営業時間 日曜日～土曜日 

サービス提供時間  

９：００ ～ １８：００ （２４時間オンコール対応可能） 

 

６ サービスの内容 

①看護介護行為（利用者に対して） 

・バイタルサインチェック（血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定） 

・身体の保清（清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など） 

・療養指導（生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など） 

②医療的処置行為 

・創傷・および褥瘡処置 

・人工肛門・人工膀胱管理ケア 

・経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理ケア 

・尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア 

・在宅酸素療法管理ケア 

・在宅人工呼吸器管理ケア 

・喀痰の吸引・管理 

・点滴 

・排泄管理ケア（浣腸・摘便） 

③リハビリ援助行為 

④介護者に対して 

・介護の方法指導・介護福祉など社会資源の紹介 

・褥瘡予防・リハビリの方法・食事指導（介助の工夫・方法など） 

７ 利用者負担金 

（１） 利用者からいただく利用者負担金は、医療保険の法定利用料に基づく金額で下記のとおりです。 

（２） 利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、現金での集金又は 

お振込みでお願いします。 

 

◆訪問看護料金表（介護保険）    ＊１割負担の場合 

内 容 料 金 

 

 

介護保

険 

 

○それぞれの訪問時間に応じて料金が定められていま

す。 

（お支払い頂く「１割負担分」を表示しています） 

 

・３０分未満 ４９０円 

・３０分以上６０分未満 

          ８５６

円 

・６０分以上９０分未満 

         １，１７

３円 



 

○早朝・夜間・深夜は割増しとなります。 

（早朝） ６：００～ ８：００ 

（夜間） １８：００～ ２２：００ 

（深夜） ２２：００～ ６：００ 

 

 

２５％割増 ２５％割増 ５

０％割増 

 

○追加サービス 

緊急時対応サービス              ２４時間体制で看護

師が、緊急時に対応します。 

電話により、ご相談をお受けし、必要時は訪問します。 

 

 

・１ヶ月 ５８６ 円 



８ キャンセルについて 

 

(1) 利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに所定の連絡先までご連絡ください。全体窓口 （連絡

先） 

（電話番号）：072-931-1111  担当：花川 

   

 

(2) 利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用前日までにご連絡ください。当日

のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承ください。（ただし、利用者

の容体の急変など、緊急やむを得ない場合はキャンセル料は不要です。） 

 

時 期 キャンセル料 備考 

サービス利用前日まで ５００円  

サービス利用当日 利用者負担金の１０％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ その他 

（１）サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。 

②看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上のお世話や診療の補助を行うこ

ととされていますので、ご了承ください。 

③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、お受け致しかねますので、ご了承下さい。 

④看護師等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題

等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有する事が有りますのでご了承ください。 

 

１０ 相談窓口、苦情対応 

○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします 

 

当社お客様相談・苦情受付

窓口 

電話番号 072-931-1111 

FAX 番号  072-931-1112 

       担当：成松 善起 

対応時間 月～金 ９：００～１７：３０ 

 



（１）相談又は苦情対応について 

相談・苦情に対する常設の窓口として、相談員（責任者）が対応することとしています。 

又、相談員（責任者）が不在の時は、基本的な事項については、誰でも対応できるように、相談員 

（責任者）に必ず引き継いでいます。 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

苦情があった場合には、ただちに相談員（責任者）が相手方に連絡をとり詳しい状況を聞くとともに、訪問看護

員からも事情を確認します。 

苦情の内容によっては、当該利用者の介護支援専門員に連絡をとり、利用者宅へ訪問し、必ず具体的な対応（謝

罪）を迅速に行い、その記録を台帳に保管し再発防止に努めます。 



○公的機関においても、次の機関において苦情申立等ができます。 

 

 

 

◆ 各区の保健福祉センター(介護保険) 

 

◆ おおさか介護サービス相談センター電話：06-6766-3800 

 

◆ 大阪府国民健康保険団体連合会電話：06-6949-5418 

 

◆ 介護事業者の指定・指導に関すること福祉局介護保険課（指定・指導） 

電話：06-6241-6310（ガイダンスが流れますので番号を選択してください。） FAX：06-

6241-6608 

 

◆ 要介護・要支援認定申請に関すること大阪市認定事務センター 

電話：06-4392-1700 Fax：06-4392-1710 

 

◆ 介護保険給付サービス等に関する一般相談・専門相談、申し立てによるあっせん、調

停などおおさか介護サービス相談センター 

電話：06-6766-3800 

 

◆ 介護報酬などに関する相談・苦情大阪府国民健康保険団体連合会 電話：06-6949-

5418 

 

 

 

 

９ 緊急時および事故発生時の対応方法 

（１） 緊急時および事故発生時にあっては、緊急対応のうえ利用者の主治医へ連絡し医師

の指示に従います。また登録されている緊急連絡先に連絡いたします。 

（２） 当事業者の提供する訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責にそ

の原因を見とめられる損害賠償については速やかに対応します。なお、当事業所は訪問看

護事業者総合補償制度に加入しております。 

 

１０ その他 

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 



① 看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了

承ください。 

② 看護師等は老人保健法上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診

療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていま

すので、ご了承ください。 

③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

 

１１ 虐待防止について 

当該事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために以下の対策を講じます 

 

①虐待防止責任者を選任しています。 

②虐待防止のための指針の整備をしています。 

③研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 

④サービスの提供中に、養介護従事者又は養護者（家族・同居人等）による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

⑤従業者に対して虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑥虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を行っています。 

 

１２ 情報の開示 

事業所の概要･サービス内容について、定期的に事業評価を行いお知らせをします。 

 

花川 皓 

虐待防止責任者 


